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ご不明な点がございましたら、ヒューマン･プライムまでお問い合わせください。 ℡.03-5695-7700

労働基準法により､休暇に関する事項は就業規則に必ず記載が必要な
ため、就業規則の変更が必要になります。
※就業規則の変更には労働者の意見聴取や労働基準監督署への届出が必要です。

働き方改革❷ 前回のヒューマン・プライム通信では「有給休暇取得義務化」につ
いてご紹介させて頂きました。その続きとして今回は有給休暇の一
斉付与の導入方法についてご紹介します。

前回のヒューマン・プライム通信でご紹介させて頂きました有給休暇取得義務化に伴い、有給休暇
の管理が煩雑になってしまいますので、今回ご紹介した一斉付与がおすすめです。ただし、有給休
暇の一斉付与への変更は就業規則の変更が伴いますし、今いる従業員の方に不利益が発生しないよ
うに注意が必要となり、一時的に有給休暇を法定以上付与することも必要となる場合があり要注意
ですので、変更をご検討でしたら一度ヒューマン・プライムにご相談ください。

導入方法

就業規則 (例）

（年次有給休暇）
第●条　会社は社員に対して次の各号のとおり年次有給休暇を付与する。
　　　　ただし、4 月 1 日から 3 月 31 日を１年として取り扱う。
　　(1) 会社は入社日から起算して 3 ヶ月を経過し、当該 3 ヶ月の全労働日の 8 割以上出勤した社員に対し、入社した
　　　　年に次の表の区分により、年次有給休暇を付与する。ただし、1月から3月に入社した者については付与しない。

　　(2) 2 年目以降は毎年 4 月 1 日を基準に前年度の算定期間の全労働日の 8 割以上を出勤した社員に対し、4 月１日
　　　　に次の表のとおり付与する。

ロ．入社日が 1 月から 3 月までの従業員

イ．入社日が 4 月から月までの従業員
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